
マ
ン
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一
一

明
閉
山
の
僻
法
で
、
駈
容
を
ヤ
Y

チ
y
と
呼
び
、
如
何
一
品
組
と
す
る
。
地
部
俊
と
は
地
方
的
問
畿
の
訟
で
、

一

マ
ン
シ

蕊
子

1
v
イ
コ
マ
シ
ゲ
ノ
プ
生
駒
謹

な
る
政
に
か
加
賀
へ
来
た
の
を
、
奥
村
一
一
代
河
内
守
一
多
〈
方
言
を
用
ひ
る
を
特
色
と
し
、
後
漸
〈
大
石

一
億。

問
問
明
に
預
け
ら
れ
、
河
内
守
の
従
士
庄
削
市
佐
孝
治

一
小
石
・若
石
・乙
松
・小
企
野
等
の
誠
一
蹴
に
分
か
れ
、

一

マ
ン
ジ
キ
ユ
ウ
セ
キ
シ
ラ
ベ

砥
治
謹
跡
調
高

が
家
に
三
年
間
別
居
し
て
、
後
武
州
に
赴
き
夜
し

一
曲
目
六
十
番
許
り
に
諮
し
た
。
叉
越
前
成
政
で
は
、

一
泊
二
年
加
判
民
間
耐
領
内
の
村
々
に
就
い
て
滋
跡
を
岱
上

た
。
出
金
丹
は
悩
容
の
去
る
時
種
々
薬
方
を
相
刷
用
し

一
お
殺
久
松

・
平
引
椴
八
等
の
世
話
物
を
訓
じ
た
が
、

一
げ
し
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
今
全
部
は
似
は
っ
て
ゐ

た
巾
の
掠
に
妙
方
で
あ
っ
た
と
あ
る
。
一
地
出
放
は
嘉
円
相
を
表
す
る
を
冒
と
し
、
七
日刷紳

・
道
一
な
い
。
芭
跡
の
調
査
は
こ
れ
が
品
初
で
あ
ら
う
と
い

マ
ン
ケ
イ
コ
ウ
テ
ン

満
圭
袷
天
石
川
郡
臨
調
一
兵
鯨
し
等
に
重
き
を
置
き
、
特
に
滞
侯
由
自
動
の
道
中

一
は
れ
る。

宗
大
束
守
四
十
四
代
の
住
持
o
三
河
の
人
。
武
州
嬰

一
を
務
う
た
上
街
道
及
び
下
街
道
の
ご
曲
の
如
き
は
、

一

マ
ン
ジ
ジ
ゴ
ウ
チ
ョ
ウ

蕊
治
寺
競
接
関
治
二

岩
寺
磁
宗
に
投
じ
て
出
家
し
、
後
奥
州
長
泉
寺
に
率

一
最
も
士
民
の
愛
好
す
る
所
で
あ
っ
た
。

一
年
に
於
け
る
制
的
諸
宗
の
寺
蹴
艇
で
あ
る
o
前
年
承

し
、
日
釣
に
嗣
法
し
、
質
問
旧
入
年
冬
長
州
功
山
寺
の

一
(
三
〉
限
切
前
滋

l
金
期
で
は
限
内
を
一
般
に
隠
坊
と

一
郎
三
年
以
来
新
地
の
寺
陀
を
禁
止
す
る
令
が
あ
っ
た

首
般
に
な
っ
た
。
次
い
で
十
年
永
平
寺
に
佐
し
、
十

一
呼
ん
だ
か
ら
、
限
内
か
ら
出
て
一
一
絞
の
諮
物
を
な
す
一
か
ら
、
そ
の
訓
査
の
銘
に
作
っ
た
も
の
と
見
え
る
。

一
年
長
州
嗣
昌
寺
に
視
装
し
、
十
九
年
肥
前
殴
王
寺

一
も
の
か
仏
隠
坊
抵
哉
と
い
う
た
o
男
女
相
混
じ
、
小
太

一

マ
ン
ジ
エ
ジ
リ
ヨ
ウ

湾
奇
寺
領

京
城
市
出
器
部

に
移
旬
、

寛
政
二
年
叩
姿
裕
司
院
に
約
じ
、
十
年一一一

一
鼓
で
婚
し
な
が
ら
、
心
中
物
関
な
ど
を
臨
ふ
も
の
で

一
寺
記
に
、
『
正
和
元
年
院
宣
。
到
州
出
町
田
保

mg祈
詔
一

泊
十
四
日
大
束
寺
に
入
っ
て
開
堂
し
、
十
二
年
十
二

一
あ
っ
た

o

一
服
ν
之。
』
と
あ
る

o
u
m保
は
後
の
石
川
部
戸
水
村

且
十
八
日
退
院
、
平
和
ご
年
九
月
廿
六
日
寂
し
た
。

一

マ
ン
ザ
イ
ダ
-
一

斑
歳
谷
白
山
御
前
田
か
ら
雨

一
で
あ
ら
う
。

マ
ン
ザ
イ
禽
歳
〈
一
〉
越
前
珂
接

i
越
前
今
京

一
方
加
山
に
向
か
は
う
と
す
る
山
跨
中
、
御
前
坂
の
間
一

郡
野
大
坪
か
ら
出
た
も
の
で
、
お
政
の
時

E
月
八
日

一
方
に
在
っ
て
、
能
川
の
一
支
流
が
こ
れ
か
ら
出
る。

一

金
持
に
来
り
、
域
内
下
泊
所
に
伺
候
し
て
副
詞
や
・池

一

マ
ン
ザ
キ
ま
ん
崎
路
島
部
能
駕
ぬ
な
る
山
部

一

ベ
、
下
賜
の
物
品
を
受
け
、
次
い
で
町
市
口
聞
に
早
川
ふ
り

一
一
栴
北
方
の
脚
。

一

て
伎
を
抗
じ
、
後
組
を
別
っ
て
山
崎
士
の
邸
を
訪
ひ
、

一

マ
ン
ザ
ン
オ
シ
ョ
ウ
h
F
イ
キ
ヤ
ヲ
カ
ン
ワ
氾
山

一

大
臓
のヰ日
に
射
し
て
ね
鈴
併
を
附
・
り
、
之
が
逗
砲
と
一

和
向
山
副
審
開
話
一
加
。
正
徳
近
年
大
采
寺

田
山

一

し
て
米
銭
を
授
け
ら
れ
た
。
践
ι
肢
を
室
内
に
総
じ
て

一
著
。
仰
門
の
尽
を
問
答
し
た
製
簡
を
鏑
記
し
た
も
の
。

一

抽
出
技
を
命
ず
る
時
は
別
に
説
崎
闘
を
奥
へ
た
。
越
前
関

一
容
酋
に
門
人
白
龍
編
と
あ
る
。

一

絞
り
二
十
日
を
限
り
と
し
て
城
下
を
去
る
を
例
と
し

一

マ
ン
ザ
ン
ド
ウ
ハ
ク
記
山
道
白

石
川
部
山
制

一

た
。
往
時
は
城
中
で
も
抑
う
た
の
で
あ
る
が
、
動
俊

一
宗
一
大
束
寺
叶
七
代
の
住
持
。
術
後
の
人
。
初
め
大
来

一

の
令
の
あ
っ
た
時
か
ら
援
せ
ら
れ
た
と
い
ふ
'
。
こ
の
一
寺
且
品
川
宗
胡
の
都
風
を
聞
い
て
来
遊
し
、
永
平
寺
に

一

山
政
は
三
河
市
町
畿
の
如
く
磁
を
用
ひ
ず
し
て
太
鼓
で

一
出
惜
し
、
延
資
八
年
大
来
寺
に
晋
山
、
一
位
十
二
年

一

探
し
、
そ
の
城
下
に
来
る
の
は
、
務
組
前
凹
利
家
が
一
で
山
由
き
、
悩
副
部
位
宜
同
の
朗
目
前
寺
に
閃
桜
し
、
制
定
寺

一

越
前
府
中
に
厨
た
級
般
に
よ
る
・
も
の
で
あ
る
。

一
に
移
旬、

叉
山
城
際
的
に
源
光
陪
を
密
ん
だ
。

E
徳

一

C

C
地
底
設

l
金
棒
の
町
人
中
、
除
技
と
し
て
越
前

一
四
年
八
且
示
寂
、
年
八
十
。
田
山
の
部
名
は
阪
る
尚
一

市
町
談
に
艇
倣
し
て
相
?
っ
た
も
の
を
い
ふ
o
文
化

・
文

一
ノ
¥
詩
氾
山
と
さ
へ
言
は
れ
た
。
若
す
防
宗
統
復
古

一

政
の
頃
金
屋
町
の
大
石
膝
五
郎
と
い
ふ
者
が
頗
る
濁
一
志
二
容
・山
山
和
向
民
録
四
十
八
巻
・調
門
衣
袈
袋

一
一

倒
的
才
師
刊
を
有
し
、
新
恨
の
持
容
を
世
掃
出
し
た
の
を
一
容
・間
飴
蜜
録

一
審
・安
照
寺
川
拙
昔
担
問
曹
が
あ
る
。

マ
ン
ゼ
キ

満
闘

m
h

小
手
。マ

ン
セ
ン
ジ

満
泉
寺

珠
洲
仰
木
郎
郷
に
印
す

る
部
w
m
o
泊
名
は
木
郎
村
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
」
モ

タ
ロ
ウ
ジ
木
郎
寺
。

マ
ン
セ
ン
ジ

浦
泉
寺

珠
洲
掛
説
訳
語
八
加
山
町
間

名
)
に
在
っ
て
、
民
言
宗
に
回
す
る
。
問
主
山
と
蹴

し
、
古
へ
木
郎
寺
の
衆
徒
の
一
で
あ
っ
た
。
誠
治
一
一
年

狩
椛
法
印
判
蹴
一
。
能
菅
名
跡
芯
に
、『
硝
泉
寺
と
い
う

て
提
言
宗
あ
り
。
窃
石
と
い
ふ
あ
ーり
。
弘
法
大
間
町
日

ひ
に
て
、
此
水
に
て
洗
へ
ば
商
務
る
也
。
此
寺
の
本

館
抽
出
師
如
来
は
、
行
進
菩
一
慌
の
作
に
て
絞
像
也
。
』
と

あ
る
。
併
し
今
存
す
る
木
諮
薬
師
知
抜
は
体
高
二
八

組
の
も
の
で
、
延
鎚
八
年
六
且
八
日
京
都
仰
師
長
兵

衛
貞
消
の
作
で
あ
る
。
そ
の
他
寺
山
院
に
、
室
町
時
代

と
紹
め
ら
れ
る
絹
本
若
色
不
動
明
王
像
、
及
び
江
戸

初
期
と
認
め
ら
れ
る
絹
本
諸
色
十
三
仙
品
開ハ

一
脳
U

・

間
入
組
像
C
一
帆
〉
が
あ
る
。

以
奈
川
岬
上
町
の
内
の

マ
ン
ト
タ
ジ
満
得
寺

羽
咋
郡
宿
に
在
っ
て
、

口
県
宗
束
振
に
留
す
る
。
初
め
河
北
郡
横
山
に
居
b
、

古
学
保
十
四
年
今
の
地
に
務
っ
た
と
あ
る
。

マ
ン
-
一
ン
コ
ウ

混
入
誘
也
実
の
別
名
で
、
守

祉
修
絡
を
目
的
と
す
る
如
き
場
合
に
於
い
て
、
特
に

砥
人
諦
と
い
た
J

た
。
政
隣
記
に
『
明
和
三
年
四
月
十

五
日
能
州
灘
谷
妙
成
寺
院
人
諮
三
十
況
曾
、
札
間
前

卯
辰
=
一
白
寺
、
金
銀
取
逃
腕
卯
辰
問
地
花
寺
。
』
と
あ
る

如
き
も
の
是
で
あ
る
。
同
四
年
八
且
務
附
は
宮
製
剤
廿

を
禁
止
し
、
九
且
務
は
そ
の
令
を
領
内
に
体
建
し
た

が
、
そ
の
後
に
於
い
て
は
箆
突
と
群
せ
ず
、
高
人
税

の
名
に
隠
れ
て
向
之
を
行
ふ
も
の
も
あ
っ
た
。

『
明

和
五
年
十
且
廿
六
日
、
越
中
主
山
岩
併
寺
諸
堂
鍔
悠

マ
ン
ゾ
ウ

蔦
雑

泌
部
雑
・組
関
刺
・村
庇
郊
の

罷
副
知
が
あ
っ
て
、
郡
・十
村
組
叉
は
村
の
各
閣
に
於

い
て
巾
合
は
せ
た
都
梁
を
行
ふ
犯
の
強
用
を
制
鴨
川
す

る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
最
も
震
な
る
も
の
は
村
出

総
で
、
徴
牧
閉
山
・も
多
か
っ
た
。
成
紙
の
賦
課
方
法
に

五
日
肌
あ
る
。
第
一
高
懸
り
は
一
白
姓
の
持
一一両
に
比
例
す

る
も
の
で
、夫
銀
・跡
々
御
割
以
米
返
上
諸
都

Z
W
・用

水
打
銀

・
御
郡
関
税

・
組
成
新
等
は
之
に
図
す
る
。

ク
ヲ

第
二
家
懸
り
叉
は
商
怒
り
は
戸
別
平
均
に
諜
す
ろ
も

の
で
、
浪
人
・限
無
抽
出
・乞
食
に
緊
摘
す
る
質
問
等
は

之
に
臨
す
る
。
第
三
は
関
係
者
の
み
の
家
懸
り
と
す

る
も
の
で
、
盗
賊

・
喧時十
口
論
に
闘
す
る
藷
質
問
等

之
に
町
田
す
る
。
第
四
は
高
懸
り
の
帥
出
荷
剖
ち
附
加
と

す
る
も
の
で
、
例
へ
ば
定
小
物
成
に
川
役
が
あ
る
附

は
、
的
扮
者
が
之
を
剖
目
的
す
る
筈
で
あ
る
が
、
若
し

そ
の
密
染
者
の
厨
な
い
場
合
に
は
、
高
方
の
像
研
と

す
る
。
第
五
は
一
一品
懸
り
と
家
怒
り
と
に
歩
合
を
以
て

諜
す
る
も
の
で
、
例
へ
ば
肝
煎
扶
持
米
を
官
同
怒
り
三

の
二
、
家
怒
り
三
の
一
の
刑
合
で
賦
訴
す
る
町
酬
で
あ

る。


